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２ ０ ２ １ 年 度 海 外 渡 航 に 関 す る 方 針  

 

 

 ２ ０ ２ １ 年 ４ 月 １ 日 よ り 、 外 務 省 の 「 感 染 症 危 険 情 報 」 の レ ベ

ル が ２ 以 上 の 国 ・ 地 域 へ の 渡 航 を 原 則 、 禁 止 す る 。 レ ベ ル １ の

国 ・ 地 域 へ の 渡 航 に つ い て は 、大 学 の 許 可 を 得 た 上 で 細 心 の 注

意 を 払 っ て 渡 航 す る こ と 。 な お 、 そ の 際 に は 、 事 前 に 、 学 生 は

外 国 語 教 育 研 究 所 （  f l r i - o n e @ g p w u . a c . j p  ） に 、 教 職 員 は 事

務 局 総 務 係 (  d a i g a k u @ g p w u . a c . j p  )  に 相 談 す る こ と 。  

た だ し 、 状 況 に 変 化 が あ っ た 場 合 は 本 方 針 を 変 更 す る 。  

 


